そのまま使える！再雇用制度 就業規則 規定例集

本規定例集は、定年後の継続雇用制度（再雇用制度）を導入・運用するにあたり、高年齢者雇用安定法に適合した就業規則・嘱託社員規程を整備することを目的として作成したものです。各社の実情（人件費、職務内容、組織構成）に応じて、必要な調整を行ったうえでご活用ください。

■規定例1

再雇用制度（嘱託社員）規程

第1条（目的）
本規程は、定年退職後も引き続き就労を希望する社員について、高年齢者雇用安定法に基づき、嘱託社員として再雇用する場合の取り扱いを定め、高年齢者の雇用の安定と円滑な労務管理を図ることを目的とする。

第2条（適用対象者）
本規程は、当社就業規則に定める定年年齢に達し、かつ引き続き就労を希望する者で、心身の健康状態および業務遂行能力が当社所定の基準を満たす者に適用する。

第3条（再雇用の形態）
再雇用後の雇用形態は、期間の定めのある嘱託社員とし、雇用期間、職務内容、労働条件については個別に締結する再雇用契約書により定める。

第4条（雇用期間）
嘱託社員の雇用期間は1年以内の有期契約とし、本人の希望、勤務成績、健康状態等を勘案し、更新することがある。

第5条（賃金）
嘱託社員の賃金は、定年前の賃金水準、担当職務の内容、労働時間等を総合的に考慮し、別途定める再雇用契約書により決定する。


■規定例２

定年後再雇用規程

第1条（定年後の継続雇用）
当社は、定年に達した社員が引き続き就労を希望する場合には、高年齢者雇用安定法の定めに基づき、65歳までの継続雇用制度を設ける。

第2条（再雇用の基準）
再雇用の可否は、本人の就労意思、健康状態、業務遂行能力および会社の業務上の必要性を総合的に勘案し、決定する。

第3条（労働条件）
再雇用後の労働条件（職務内容、労働時間、賃金、勤務地等）は、定年前と同一とせず、業務内容に応じて合理的に変更することがある。

第4条（社会保険）
再雇用後の社会保険および労働保険の適用については、関係法令に基づき、所定の要件を満たす場合に加入するものとする。

第5条（契約の終了）
再雇用期間満了時には、当該雇用契約は当然に終了するものとし、更新しない場合においても、解雇には該当しない。


■規定例３

定年後再雇用規程

第1条（目的）
本規程は、定年退職後に再雇用される社員について、職務内容を限定したうえで継続雇用を行うことにより、高年齢者の知識・経験を活用しつつ、組織運営の円滑化および人件費管理の適正化を図ることを目的とする。

第2条（再雇用の対象者）
本規程は、当社就業規則に定める定年年齢に達した社員のうち、本人が再雇用を希望し、かつ次の各号の要件を満たす者に適用する。
① 就労意思が明確であること
② 業務遂行に支障のない健康状態であること
③ 担当予定業務に必要な知識・技能を有すること

第3条（雇用形態）
再雇用後の雇用形態は、期間の定めのある嘱託社員とし、管理監督者としての地位は原則として付与しない。

第4条（職務内容の限定）
再雇用後の職務内容は、次のいずれか、またはこれらに準ずる業務とする。
① 若手社員への指導・助言業務
② 定型的・補助的業務
③ 専門知識・経験を活かした限定業務
なお、定年前と同一の職務内容を保証するものではない。

第5条（労働条件の決定）
再雇用後の労働時間、勤務日数、賃金その他の労働条件は、職務内容および責任の程度に応じて、定年前と異なる条件を設定することがある。

第6条（雇用期間）
再雇用期間は1年以内の有期契約とし、本人の勤務状況、健康状態および会社の業務上の必要性を勘案し、更新することがある。

第7条（契約の終了）
再雇用期間満了により雇用契約は終了するものとし、当該終了は解雇には該当しない。
■備考・注意事項（重要）

・高年齢者雇用安定法により、希望者全員を65歳まで雇用する措置が企業に義務付けられている

・再雇用の「基準」を設ける場合でも、実質的に排除する内容は無効となる可能性がある

・賃金減額は可能だが、職務内容との合理的な均衡が求められる（判例・行政解釈上重要）

・有期契約終了時は「雇止め」に該当するため、更新期待の有無には注意する

・就業規則への明記と、個別の再雇用契約書の締結は必須

・制度設計にあたっては、必ず最新の行政解釈・専門家見解を確認すること
